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著者D・R・ガドギルはいまさらあらためて紹介する

までもなく 世界に知られたインドの代表的エ コノミスト

の1人である。本書は1955年初めから最近にいたるまで

の6年間に，かれが政策に直接影勝を与えようとする実

際的意図をもって逐次発表してきた16の論文を集め，こ

れに11ページにおよぶ序文を付したものである。収録さ

れた輪文はいずれもイ ンド経済の視状に対応 した経済政

策 とく にプランニン グのあり方に焦点 をし ぼってお

り，現政府のあり方に対するかれの特異な立場を明らか

にするとともに，かれの ことばによれば 「経済計画につ

いて政府に進言するインドのエコノミストがかかわりあ

い，またそうせざる をえない問題のレベルの程度を読者

に示すものである」。さらに発表時期の順に配列された

これらの論文を通読まる読者は，西欧的教於を身につけ

るこ とによって成長を遂げながらも ，イ ンドヘ回帰せざ

るをえなかった愛国的知識人の最良の部分が，過去6年

間に経験せねばならなかった悲劇的精神史の一端をかい

まみる ことができるであろう。

I 

1955年初頭，イン ドは第2次5カ年計画の基本線をめ

ぐる議尊で沸きかえっ ていた。第 1次計画は好胴な経済

情勢の中に終了しようと しており，イン ドが自信をもっ

て第2次計画の策定にのり出そうとしていた時期であ

る。ガ ドギルはみずか ら考えぬいた楠想をも ってこの諭

争に正しい方向づけを与え ようと試み る（第 1綸文，

"Policy Decision in Plan-making”)。 「大胆な計画」を，

とかれは唱導する。 「国民総生産，極貧階級の生活水準，

既存の社会 ・経済構造に10年もたたぬうちに顕著な変化

を生ぜしめるに足る計画」をかれ もまた夢みたのである。

この目 的の達成手段に対するかれのエコノミストとして

の透徹 した理諭は国有部門の拡大による資本菩稼の促

進と計画の効率化，重工業と経済的 overheadsに重点を

おく 長期的かつ柔軟な投資計画，機械制工業と手工業を

包栢した総合的かつ詳細な消費財生産計画，農業と小工
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業の協同組合化と価格支持，配分的正義の実現によ る大

衆の熱意の喚起， 計画期間中の国内経済を外部よりしゃ

断するための貿易 ・外資統制の組織化という社会主義経

済への指向を明瞭にした構想を必然的結諭とする。 した

がっていわゆる「混合経済」は，かれの場合，社会主義経済

1こ奉る道程の一過渡期となるほかはないものであった。

II 

1956年におよんで，ようやくその形を明らかに してき

た第 2次5カ年計画の骨子は野心的かつ総合的外貌とを

もっていたが，ガ ドギルはその致命的と思われる欠陥を

3点にしぼって政府の注意を喚起しようとした（第 4諭

文， ‘‘NotePlaced before the・ National Development 

Council"および第 5綸文 ‘‘Aicle-Memoire”)。

第 1に国有部門拡張の具体的計画が欠けている。国有

部門の拡大な くしては，大規模な発展計画は不平等の増

大と経済力のいわゆる 「独占資本主義」部門への集中を

結果するほかはない。第 21'こdecentralizationがス ロー

ガンだけに終わろうとしている。技術進歩と市場諸力は

生産と人口 の集中をひき起こ さずにはおかない。工業化

計画と社会的 ・経済的 overheadsの計画に分散的パター

ンが組み込まれていなかったならば，集中化傾向が勝利

するこ とは必定である。第 3に，私企業部門を規制して

目標達成を図る手段となるべき統制組織の確立が忘れら

れている。 農業および小工業の協同組合化，大企業に対

する現存諸規制の体系化とその補足，消費制限などを包

含する統制組織の詳細について何事 も語られていない。

III 

ガドギ）レの警告は受け入れられることなく第2次5カ

年計画は成立した。しか し新計画は予想を裏切って振り

出しから難航を続けることとなる。 1956年半ばには農産

物を中心とする物価騰賀と都市の生活費の上昇がはじ ま

り，外貨の流出がこれに続く。 この経済危機の到来は第

2次5カ年計画が過大なために引き起こされたものであ

るとしてはやくもその縮小論が聞かれるようになった。

ガドギルは計画の将来を危ぶんでその全面的再検討をお

こなおう とする（第 7綸文，“Prospectsfor the Second 

Five-Year Plan Period'’)。

第2次5カ年計画のいわゆる野心的構想なるものはど

こから生まれてきたものであっただろうか。それは第 1

次計画の成功のう えに打ち立てられたといわれるが， 実

はその成功なるものは「計画されざる成果」だったにす



ぎない。しかも私有大企業の生産増大のかげに農業およ

び小企業の沈滞があ り，失業者数は増加を続けた。社会主

義的 と銘う った第2次計画の基本的諸政策はこれら情勢

の悪化と共産主義諸国， とくに中国の躍進に押されて現

われたも のであり， 責任ある地位に置かれた人々はこ の

新しい方向を不信の限で眺め，嫌悪をすら感じていたよ

うにみえる。計画は賢明な見通しあるいは理諭的一貫性

をも った構想よ り生まれたのではなく ，さ まざま な勢力

の相互作用の中から形造られてきたもののようである。

第1次計画はその実施の中心的手段を物価構造の維持

においたが，第 2次計画にはこのような中心となる手段

の規定す らなされていない。産業に対して さまざまな統

制が行なわれているけれども，いずれも特殊な目的に禅

かれたも のであって， それらを組織的に使用して計画 目

的の達成tこに向けようとする意図は存在しないよ うであ

る。 計画実施の責任者は英植民地時代そのままの選抜方

法に よっ て形成された非専門的特権的高級官吏である。

地位と特権の独占を通じて生まれるかれらのメンタリテ

ィーは民主的行政にも計画遂行にもふさわしいものでな

く， 他に与える影響もきわめて有害である。国有部門に

おける専門家，管理者の数の不足 も大きな問題である。

また計画に対するアプローチの仕方が支出金額の大きさ

を問題とし，その使用目的および使用方法へ注意が向け

られず， また支出項目 間の璽要度，緊急度のパラ ンスが

失われている。

将来の見通しをたてることは事態が著しく流動的であ

るためきわめて困難である。しかし第2次5カ年計画の

基本構想は決してまちがっていない。不十分な諸点を改

善することによって成功をかちうることができよう。

IV 

だがそれはガドギルの希望で しかなかったようだ。経

済危機はやがて1958年の世界的景気後退と重なっ て極点

に達し，` 第 2次計画の縮小が不可避と考えられるに至る。

かれはこの異常な緊迫感の中で苦渋をかみしめながら，

かれ自身決して満足してはいない計画のためにたたかう

のである（第 8論文，‘‘TheNote on Plan Development" 

および第 9諭文，‘‘OnRephasing the Second Five-Year 

Plan”)。

危機の妥当な解決策は計画の縮小ではない。第 1に，

物価の上昇は限られた商品について起こっており， 失業

者の増大， その他と考え合わす時，計画の過大か らくる

赤字財政がもたら した一般的インフレーシ ョンではな

書評

い。第 2に，外貨危機の原因である輸入の激増は計画と

は無関係に発給された資本財の輸入ライ センスの増加を

理由とするものである。それはまた金融と一部物価に悪

影習を与えた。現在の危機をもたらしたものは計画では

なく， 繰り返しなされた諸勧告を無視した結果である。

農産物価格の安定について計画の技術的・ 実物羅的検討

の必要性について，また俊先順位の吟味について勧告は

くり 返されてきた。必要なのは計画の基本政策にたち帰

って一貫した努力を傾けることである。

V 

ついに第 2次計画は「中核計画」に切り替えられた。

計画は存在してもそれを遂行する実施機関の中枢がこの

よう に怠慢であ っては成功はおぼつかない。 ガドギルの

鋭峰は計画の最高責任機関， PlanningCommissionに向

けられる（第10論文， ‘‘The Role of the Planning 

Commission”)。計画の問題指摘， インドでの 計画への

正しいアプ ローチの仕方， 計画の大網作成とい う計画策

定の第 1段階では PlanningCommissionはきわめて有

能であるが，詳細にわたる 目標の設定は現実的数量ある

いは金額を積みあげる努力がないため抽象的な ものとな

ってしまった。さらにその実行段階において，地域別に

また年ごとに実行計画をたてることが怠られている。

ガドギルは責任を Commissionの組般の欠陥に求め

る。問題の根源は本来諮問機関である Commissionが政

府の政策決定にまき込まれることにある。その組織が首

相以下数人の大臣を含んでい るからである。計画相以外

は Commission・を去るべきであり，副議長に行政官をも

ってくるほかは専門家で固め，本来の業務に専念すべき

である。

VI 

だが単に機構改革だけで問題は解決するであろう か。

1959年，第 3次5カ年計画策定に関する意見 書をガド

ギルは何度もくり返してきた技術的問題からはじめる

（第14輪文， “The Approach to the Five-Year Plan”)。
突然にかれはエコ ノミストとしてみずからに課してきた

わくを破る。

「国民経済の諸問題が本質的に政治・ 経済問題である

ことの認識はインドのエコノミストの伝統に属する」。か

れはこういって分析態度の変更を説明したのち，かれを

悩まし続けてきた問題の核心に突進してゆく のである。

「いかなる国においても政策の内容は現実に権力を保
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持しているI楷級の利益に従って決定される」。「インドに

おける実際の権力は組椛化された現代的企業家のコミュ

ニティーに握られて」おり， しかも哭際に権力を行使す

るのは比較的小数のグループであって，それにはいり込

むことはますます困薙なこととなりつつある。 「インド

の社会史は新しい局面にはいりつつあるかのようだ」。

「宗教的・知識的・ 3I（事的独占は現在まで1、こかなりの程

度打破されてきたが，政治的および経済的権力は伝統的

実梁コミュニティー中の選ばれたる部分の手中に，逆に

集中されつつある」。

だが「現在の状態は本質的に不安定であって」，「ピッ

グ・ピジネスによる権力の行（史の事態をあからさまには

できず」，平等主義的スローガンで包みかくすことが必嬰

なのだ。これらのスローガンは現在は比絞的無宙な）此棠

の分野1•こ閉じこめられているが，その状態がいつまでも

続くとほ保I•/できない。右爽の台原はこの擬装をかなぐ

りすてさせ，理性的規制をもたぬ政策が視われることに

なるかもしれないが，このような発屈の方向はあまりに

もその袖礎が狭く，自壊をとげるほかないであるう 6

いまやガドギルの目には事態はきわめて明［原である。

だがなんという陪い構区であるうか。
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ガドギルは原RIJ，向をふりかざして堅城に激突すること

をやめたかにみえる。政府に進ばするかれの語調は，時

としてモノローグに近い忍託きをさえ幣びてくるのである

（第14漏文後半）。だがかれは希望を拾てることはできな

い。かれは1位後の望みを，かつてみずから「地方分散的

バクーンに従ったエ棠化はいまだかつて生じたことはな

かったし，企図されたこともなかった」 （第14論文， p.

31)。と評した decentralizationi•こitそうとする。

「下からの計画」 1:::.ついて多くが語られるけれども，

下からの計画なるものが中央からの指令の結果にすぎぬ

ものであればそれはことばの乱用を慈味する，現在，経

済計画は極度に中央集権化され，すべての実質的決定と

指令はデリーの少数の人間の手中にある。しかし権力の

配分のわずかな変更でも計画の政策に変化をもたらしう

ることがポンペイにおける経験によって示されている。

担当の権力を備えた地城計画機関を設i竺することによっ

てはじめて全固的・地域分散的発展が可能となる。

かれの拶はふたたびふくれあがるかのようだ。 「地迎

的多様性から考えて 100以上の計両地域を設骰すべきで

あるうが，動員可能な人員を考えるとまず50に制限する

ことが必要1こなるう」，「これらは組織li,1大企業と閻級官

僚の圧倒的な政治・経済的彩舒力を中和する役割を果た

すであろう」，「地城計匝機関は第1に当該地城の地方自

治機関の代表を含み，第21こ専門技術lf,災員の代表，第3

に主体となるぺきあらゆるクイプの協同組合の代表を含
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むべきである」。

しかしながら経済計画が一国のそれであるかぎり1甘l題

は地方分権の推進で解決されることはありえない。悪拶

のように立虹沿ってくる中央の権力政治の黒い影に，ガ

ドギルの1,〖採は時としてアジテーションにまで高進す

る。

「いまこそ民衆は要求する。経済政策が中央rJ;Jlll-］によ

って似煎1こ，慈識的に，明示的に形成され， 個々の大臣

の，また一定期間内に就任した全大臣の戸明が公式に発

表されたr村I札］の政策と合致し矛盾せぬことを3 わたくし

は信ずるが， Planning Commissionの活動を停止せし

めることが要求を1}、Jl紺に受け入れさせる助けとなるう」

（第15論文，“Planningfor Agricultural Development 

in India”)。
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沢ドギルは発表ずみの諭文を一巻にまとめ，あらため

て世に[!!jう決心をする。なぜなら 「その中で，i前じられた

語問題もまた捉起された事案もいまなおそのままの形で

われわれの前にある」のであり，大きな「進歩が行動に'

おいても考え方においても達成されたとは認めることが

できぬ」からである。

かれは1-f；文を古きながら，尖 り洲かった6年間の苦闘

の跡を振りかえる。かれの感1甘は激し，近義的怒りが胸

にこみあげてくる。それはやがてかれ~1 ,i;rその一員であ

るほかはないインドの支配階級に対する弾劾となってほ

とばしり， II紅い未来の予はとなって終わるのである。

「かつて広く昨敬を集めたインテリゲンチャーは， 1固

民生迩物に対する途方もない要求と，私企業との連係を

深めることによって急速にそれを失いつつある。 I紺朽は

政治的リーダーシップの中にも没透してきた」。事態は

かつて独立闘争で傑出した役割を果たした指邸者が権力

の庄にあることによって幾分おおい1隠されている。だが

「辿からぬ将来，政治的・経済的権力の其の掌握者，す

なわち大企業，高級官僚，専門戦棠グループおよびそれ

らに支持される政党と民衆との決定的対決が不可避とな

るであるう。このような1佑努は政治的リーダーシップが

もっと咲明に，見通しをもったものとなることによって

のみ1回避できる可能性がある」。

「現在の危様は本買的に追徳的危機である」，「権力l1)

座にある者がその道徳的権威も回復しえぬかぎり，先般

の中央国家公務員の失敗したストライキは将来打ち統く

騒飯と対立のさきがけとなるものであるかもしれぬので

ある」。

（アジア経済研究所涸外派逃且 杉谷 渋）
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